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道州制構想と九州

熊本県立大学総合菅理学部

桑原隆広

はじめに

平成18年2月、第28次地方制度調査会は小泉総理に「道州制のあり方に関す

る答申」を提出した。これを契機として、道州制に関する議論が一気に熱を帯

びてきたように思われるが、一方で、世論調査等による国民の道州制に対する

関心はそれほど高くなく、「行政単位としては道州は広すぎる」、「今の都道府県

に愛着がある」といったことなどを理由に道州制に否定的な声も多い）。道州制

の議論は、わが国においてこれまでたびたび繰り返されてきている古くて新し

いテーマであり、その時々の社会経済状況を反映しながら、様々な機関や団体

によって提言や議論が行なわれてきている。本稿では、そうした経緯を振り返

りながら、道州制構想と九州について考えてみることとする。

1 • 古くて新しい道州制論議

(1) 律令制と五機七道

道州制の考え方を遡ると古代の律令国家にたどり着く。その当時わが国では、

全国を、朝廷の権力が直接及ぶ五畿とその周辺に広がる七道に区分し、広域の

地方行政区画としていた。五畿とは大和• 山城・摂津• 河内・和泉の畿内五国

“ 
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をいい、七道とはその先に広がる東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・

南海道・西海道の 7つの地域を指していた。この五畿七道は隋、唐の体制、と

りわけ627年に定められた唐の十道制を参考に定められ、天武天皇の時代にほぽ

確立したとされている。九州は西海道と称され、西海道諸国を管轄するために

大宰府が設置されていたが、それ以外の各道には行政官司は置かれていない。

しかし、各道単位で中央からの命令である太政官符などの公文が発行され、巡

察使、班田使、節度使などの諸使が任命されるなど七道は地方行政上の区分と

して位置付けられていた鯰なお、西海道に属していた律令国が筑前、筑後、肥

前、肥後、豊前、豊後、日向、大隅、薩摩の 9つであったことから、その総称

として九州という名前が用いられるようになったとされている。また、この五

畿七道に用いられている地域名の多くは、今日も都道府県の区域を越えた広域

の地域を指す名称として使われており、わが国を10前後の広域的なプロックに

区分して行政の単位とする考え方は、古くからとられてきたものであるのとい

うことができるのである。

(2) 大正デモクラシーの時代の道州制構想

わが国の都道府県は、明治4年の廃藩置県の際に 3府302県であったものが、

その後の統合分離を経て、明治21年に愛媛県から分離して香川県が設置された

ことにより、現在の47都道府県体制として確立している。

しかし、すでに大正14年加藤高明内閣の時代に、全国の道府県知事の意見を

集めて作成された「行政刷新に関する意見書」において、府県合併や府県を廃

止して道）、卜I制を導入するなどの提案がなされている。大正デモクラシーとよば

れるこの時代においては、政友会と民政党の 2大政党の間で政権交代が行なわ

れたが、その大きな政策の争点のひとつが国から地方への税源移譲など地方分

権の推進であり、そうしたなかにおいて府県制度のあり方が議論されていたの

である。

昭和 2年、政友会田中義一総理の諮問機関「行政制度審議会」は、府県制度

や広域行政のあり方について審議を行い、「府県は純粋の自治体とし其の固有事

務に付いては完全なる自治を認め其の執行機関の長は公選とし、其の議決機関
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の権限は一般的とすること」とするとともに、「数府県を包含する行政区画とし

て州を設くること」とし、「各府県の区域（北海道は別とす）全部を 6州とし各

州に州庁を設け州長官を置」き、「州庁官の地位を親任官又は親補せらるる勅任

官とすること」などを内容とする「朴l庁設置案」を提案している。

この「州庁設置案」は、政府によって提案されたわが国で最初の道朴I制構想

と位置付けることができるものであり、あわせて都道府県の完全自治体化や知

事の公選制を提案するなど、当時としては斬新な案であると評価することがで

きる。しかし、田中内閣はその後、国税である地租と営業税を地方に委譲する

両税委譲法案が、衆議院を通過したものの貴族院の反対に会い廃案となるなど

主要政策で行き詰まり、また、いわゆる満州某重大事件（関東軍による張作採

爆殺事件）の責任を問われたことなどによって退陣し、この「州庁設置案」も、

その後のわが国の政治的、経済的混乱のなかで日の目を見ないまま消え去るこ

ととなった。

なお、この案においては、九州には沖縄県を含む九州 8県を所管区域とする

福岡州が設置され、福岡市を朴I庁所在地とすることとされている。

(3) 戦前、戦中の広域行政体制

昭和 7年の 5.15事件によりわが国の政党政治は終わりを告げ、昭和12年に日

中戦争が始まると国を挙げて戦時体制の強化に向かうこととなるが、その一環

として都道府県の境界を越えた広域行政体制の整備が進められることとなる。

昭和15年、政府は戦時行政の遂行のために府県間相互の連絡調整を強化するこ

とを目的として、北海道を除く全国を 8地方に分けた地方連絡会議を設置して

いる。この会議においては、主に物資の配給協定や価格の決定などが行なわれ

たが、昭和18年には地方行政協議会として組織の強化が図られ、物資輸送のた

めの船舶の建造、食糧の増産・配給、軍需資材の調達などの事務を担当するこ

ととされた。さらに昭和20年6月には、本土決戦が不可避の状況となったため、

本土が分断されても各地方で戦時体制を維持できるように、各地方ごとにより

強力な権限を持つ地方総監府が設置されることとなった。この地方総監府は、

北海道を含む全国を 8地域に分けて設置され、府県を統括する上級官庁の役割
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を担い、管内の府県知事を指揮監督できるほか、非常時には陸• 海軍の出兵を

要請できる権限を持ち、また、地方総監府令を発し、違反者には罰則を科する

ことができるなどの強力な権限が与えられたが、設置から 2カ月後には終戦を

迎え、戦後まもなく廃止されている心

戦時体制という異常な状況下においてとられた中央集権体制を支えるための

広域行政組織ではあるが、今日においてもわが国の危機管理を考える上では参

考となるものと考えられる。

(4) 新しい地方自治制度の下での道州制構想

昭和22年 5月3日、日本国憲法の施行と同時に戦後の新しい地方自治制度を

定めた地方自治法が施行され、都道府県は広域自治体としてわが国の地方自治

を担うこととなった。しかしながら、この法案を審議した衆議院地方自治法案

委員会は、昭和22年3月22日、法案の採決にあたり、各派共同提案の「都道府

県の区域を適当に整備統合すること。Jとする附帯決議を全会一致で採択してお

り、新しい地方自治を担っていくにあたって、現行の都道府県の規模が小さく、

区域が狭あいであることへの問題提起が行なわれた。

新しい地方自治制度がスタートして 5年後の昭和27年、地方自治を所管する

国の行政機関として自治庁が設置され、あせて内閣総理大臣の諮問機関として

地方制度調在会が設置されている。地方制度調査会の設置理由について政府は、

「過去 6年有余における運営の実際の経験に徴し、かつ独立後の新事態にかん

がみまして、検討すべき点が少なくないのであります。 4」と説明している。

昭和28年に町村合併促進法が施行され昭和の町村大合併が進むなか、第 4次

地方制度調壺会は都道府県制度のあり方について審議を行い、昭和32年10月、

「地方制度の改革に関する答申」を提出した。答申では、「府県の間に近代的行

政遂行上の必要な能力に顕著な不均衡を生じており、資源の開発、国土の保全

等の広域行政事務を合理的に処理するためには、現在の府県の区域は狭あいに

過ぎる場合が多く、更に、近代的な高度の行政の能率的運営及び行政経費の節

減の見地からも、より広域において行政事務を処理することが合理的であると

考えられる。」として、府県制を廃止するとともに、全国を 7ないし 9ブロック

に区分し、「地方公共団体の性格と国家的性格とをあわせ有する」国と市町村と

の間の中間団体としての「地方」を設置すること提言している。この「地方」

には、議決機関として議会を置くとともに、執行機関として「地方長」を置き、

「地方長」は国家公務員とし、「議会の同意を得て内閣総理大臣が任命する」こ

ととしている。

この答申に対して、市町村の側からは都道府県制度を見直し道州制の導入を

検討すべきであるとする意見が多く出されたものの、都道府県では反対の意見

が強く、また、旧内務省や官選知事の復活を招き戦前の中央集権体制へと逆行

するものであるとする世論の批判も強く、法案提出には至らなかった。

この答申では、全国を 7、8、9のブロックに分けて「地方」を設置

する 3つの案が示されているが、九州についてはいずれの案でも九朴17県（沖

(5) 

なお、

縄県はこの当時アメリカの施政下にあった。）をひとつのブロックとすることと

されている。

高度経済成長下での都道府県合併論

昭和30年代後半、国民所得倍増計画や全国総合開発計画などによりわが国は

高度経済成長時代を突き進むこととなるが、そうした社会経済状況を背景に、

再び府県制のあり方についての議論が起きてくることとなる。

特に、関西地区や東海地区の経済界を中心に、府県合併構想を進める動きが

大きくなり、こうしたことも踏まえて、第10次地方制度調査会は昭和40年9月、

「府県合併に関する答申」を提出した。答申は「府県合併は、関係府県の自主

的合併を前提と建前とすべきである。」としたうえで、府県合併の手続きについ

ては地方自治法 6条1項において「都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう

とするときは、法律でこれを定める。」とされているのに対して、「関係府県の

発意に基づく合併の手続きとして、関係府県議会の議決による申請に基づき、

内閣総理大臣が国会の議決を経て処分する道をひらくことを考慮すべきであ

る。」とし、そのための府県合併特例法（仮称）を制定すべきであると提言した。

この答申を受けて、政府は昭和41年、 10年間の時限立法として都道府県合併特

例法案を国会に提出したが成立に至らず、その後も42年、 44年と繰り返し提出
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したものの審議未了で廃案となっている。

都道府県合併特例法案が廃案になった以降は、政府の側から公式に、道朴I制

の導入や都道府県制の見直しに向けた取り組みが行なわれることはなかった

が、昭和44年には関西経済連合会が「地方制度の根本的改革に関する意見」を、

昭和45年には日本商工会議所が「道州制で新しい国づくりを」を提言し、また、

昭和46年には西日本新聞社が組織した「あすの西日本を考える30人委員会政治

行政部会」が「九州自治州の構想」を提言するなど、経済界、研究機関、マス

コミなどから道州制の導入に向けた研究や提言が続くこととなる。

2. 道州制構想とは

このように長い間議論されている道州制であるが、その定義については、時

により、また、人により、様々に異なっている。アメリカやドイツのような連

邦制の国家を前提とした道州制構想、地方分権の究極の姿として現在の都道府

県に代わるより広域の地方自治体を想定する道州制構想、現在の都道府県の合

併を推進することでの広域の地方自治体の実現を目指す道州制構想、国の地方

支分部局を統合した総合出先機関としての道州制構想等々である。こうした状

況について、第28次地方制度調査会委員を務め今回の「道州制のあり方に関す

る答申」の審議にも参画した西尾勝氏は、「すべての道州制構想に共通していた

のは、道または州と呼ばれる新しい機関または団体の管轄区域として都道府県

の区域よりも原則として広い区域を予定していたことのみである。」とし、「し

たがって、道州制とはなにかと問われれば、都道府県よりも原則として広域の

機関又は団体を新たに創設しようとする制度構想の総称と応えるしかない。」と

指摘したうえで、「これまで提唱されてきた道州制の諸構想を、そこで想定され

ている道州の性格から分類すれば、以下の 5類型に分類することができる。す

なわち、

連邦国家を構成する単位国家としての「州」、「邦」、「共和国」等を想定

している構想。

国の直下に位置する、国の第一級地方総合出先機関を想定している構想。

①
 

②
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③ 国の第一級地方総合出先機関としての性格と広域自治体としての性格を

併せ持つ融合団体を想定している構想。

④ 都道府県より原則として広域の、都道府県と並存する新しいもう一層の

広域自治体を想定している構想。

都道府県に代わる新しい広域自治体を想定している構想。 5」としている。⑤
 
この分類に従えば、昭和 2年の州庁設置案は②に、昭和32年の地方庁設置案

は③に、平成18年の地方制度調査会の案は⑤になるであろう。しかしながら、

この答申の作成に参画した西尾氏自身は「少なくとも当分の間は、ある地方は

道州制、その他の地方は都道府県制という、 2つの制度の水平的な並存状態や、

道州制と市区町村制の中間に都道府県が残存しているという、 2つの制度の垂

直的な並存状態を許容していかなければ、道州制の円滑な導入はむずかしい」

として、「少なくとも当分の間」としながらも④の可能性についても言及している。

一方、第28次地方制度調査会第4回専門小委員会においては、これまでの道

州制構想を 9つの類型に整理した総務省作成による「道州制論の類型」（表 1)

が審議資料として配布されている。

表 1 道州制論の類型
区分 国の行政機関 中間的な団体 地方公共団体 運邦制

◇官治的道州綱案 ◇中間的道州制案 ◇自治的道州制案 ◇運邦制的道州制案

・行政調査部「州制」案（昭和23年） •第4次地制Ill「地方J案（昭和32年） ・行政調査綿「道制」案（昭和23年） •平成縫斬の会「道」案（平成元年）
•市議会議長会「道州」稟（昭和29年） •自民覚議違「道1t1」案（平成12年） •青年会議所「州」案（平成2年）
•関経遍「道州 J案（昭和30年） ・民主党「道州J案（平成12年） ・行革国民会議「州」案（平成2年）

•市長会「特別地方団体J案（昭和29年） •岡山県研究会「州」案（平成3年）
•市長会『道州J案（昭和32年） •恒松外「Ill 」案（平成5年）
•閲経運「道州J案（昭和44年） •中経運「州J案（平成14年）

都道府県を •日商「道如案（昭和45年） •日本経団運「州」案（平成15年）

廃止 ・B繭「道」案（昭和57年）
•中経運「道州J案（平成元年） ※一層制の地方自治制度

•PHP「州府制」案（平成8年）
•続売斬闘社「12州 300市」稟（平成9年）
・経済同友会「道州J案（平成14年）
•日膚•東裔「道州 j案（平成14年）

※一層制の地方自治鯖度

◇地方行政官庁案 ◇国と都道府県との協議・共同組織案 ◇現行響道府県を越える広域的地方 ◇連邦制的道州制案

•州庁設置案（昭和2年） ・地方行政協議会（昭和18年） 公共団体案

・地方総監府（昭和20年） ・地方行政運絡協議会（昭和40年） 0三層制案 ※二層制の地方自治制度

・地方行政事務局（昭和20年） 鼻大阪府知事「近畿●J案（平成2年） O響道府県統合案
・行政舅査鵠「飽方行政庁」稟（昭和23年） •町村置会盪長会『府累慧合J稟（闘租29年）

椰道府県を
•第 1 次臨調「地方庁J案（昭和38年） •第4次地制謁「IIIJ案（昭和32年）

存置
•町村会「道州」案（昭和29年）

O椰道府県の自主的合併案
•市議会羅長会f道州J案（昭和32年）
•町村会「道州庁」案（昭和32年）

•算10次地綱韻情累合併J稟（昭和40年）

•関経連「地方庁」案（昭和56年） O都道府県連合案

•関経遍「地方庁」案（平成元年） •第13次地制讀「運合」案（昭和44年）

•平松大分県知事「九州府」案（平成7年） 算23次地制員「広嬉這合」稟（平咸5年）
•広域違合制度（平成6年）

◇選択的道州制案

その他
・闘経運「州J案（平成15年）

※一層創又は＝層制の地方自治制度

資料：総務省謂
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道）・Hの性格や位置づけは、いずれにしても、国と基礎自治体としての市町村、

そしてその中間に位置する広域自治体としての道州にどのような役割を求める

のか、そしてそれぞれがその役割を効果的、効率的に実施するためにはわが国

全体の政治、行政の体制はどうあるべきかということを議論していくことに

よって、おのずと定まってくるものと考えられる。また、その際の判断基準と

なるのは、問題はできるだけ住民に近いところで解決されなければならないと

する補完性の原理や近接性の原理であろう。西尾氏の「当分の間」の水平的又

は垂直的並存状態の議論は、あるべき姿を実現するための方法論として理解さ

れるべきであろう。

3. 平成の道州制論議のスタート

平成の道州制論議の口火を切ったのは、小泉純一郎総理であった。平成15年

8月8日、 9月に予定されている自民党総裁選挙や年内にも予想される総選挙

に向けての政権公約を検討していた自民党森派の杉浦正健衆議院議員らが官邸

に協議に訪れた際、小泉総理が「北海道を特区にして道州制をどうしたらいい

のか、検討してくれないか」と述べ6、北海道を「道朴I制」導入のモデル自治体

とする考えを明らかにしたのが、平成の道州制論議のスタートであった。同月

26日、小泉総理は首相官邸で高橋北海道知事と会談し、北海道をモデル地域と

して道州制を試験的に導入する「道州制特区構想」を進める考えを伝え、高橋

知事も「意を強くした。ぜひともその方向でお顧いしたい」と歓迎する意向を

示している70 

平成13年 6月、地方分権推進委員会がその最終報告の「第 4章 分権改革の

更なる飛躍を展望して」のなかで、今後の改革課題のひとつとは「市町村合併

の帰趨を慎重に見極めながら、道州制論、連邦制論、廃県置藩論など、現行の

都道府県と市区町村の 2層の地方公共団体からなる現行制度を改める観点から

各方面においてなされている新たな地方自治制度に関する様々な提言の当否に

ついて、改めて検討を深めることである。」とする問題提起を行い、自民党内に

おいても平成12年に「道州制を実現する会」が発足し議論が進められているな
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か、道）+I制の議論にはそれまで積極的でなかったとされる小泉総理が＼この時

期突然に道州制を政権の重要課題として取り上げたことの真意は定かではな

い。地元北海道においても「北海道にとって明るい話にみえる。しかし、手放

しで喜ぶわけにもいくまい。首相の関心は歓迎できても、発想の軽さに疑問が

残るからだ。• ・・道州制の意義は認める。しかし総選挙向けに構想をもてあ

そぶだけであれば、北海道には迷惑な話で終わる。首相にそれだけの覚悟はあ

りや？門との疑問が呈されている。平成の道州制論議は、 「国から地方へ」、

「地方にできることは地方に」をキャッチフレーズとした小泉内閣が、自民党

総裁選挙や衆議院議員総選挙を目前にして、三位一体改革などの地方分権改革

が必ずしも順調に進まないなかにおいて、政治主導によってスタートしたとい

うことができよう。

この後、平成15年9月の自民党総裁選挙で再選された小泉総理は、 10月衆議

院を解散し総選挙に臨むこととなる。 11月9日に投票された第43回総選挙では、

自民党は前回総選挙を上回る議席を獲得したものの、民主党も大幅に議席を伸

ばし、両党が政権を競う二大政党制の様相が深まることとなった。この総選挙

はまた、各党がマニフェストを前面に掲げた選挙となったが、そのなかで道州

制について、自民党が「地方分権改革、自治体改革等を進めつつ、将来のある

べき行政のひとつの姿として道州制基本法の制定など、道州制導入の検討を進

める。将来の道州制導入をもにらみつつ、地方分権改革のモデルケースとして

2004年度に「北海道道）・M制特区」を創設する。」としたのに対し、民主党も「自

治と地域の経済力を培い、道州制も展望した分権革命を推進します。」として、

それぞれが道州制をマニフェストに位置付けたのが注目される。

4. 第28次地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答申」

平成16年3月、小泉総理は第28次地方制度調在会に対して「道朴l制のあり方、

大都市制度のあり方その他最近の社会経済情勢の変化に対応した地方行財政制

度の構造改革について、地方自治の一層の推進を図る観点から、調査審議を求

める。」との諮問を行なう。通常、政府の審議会や調査会の諮問事項については、
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審議会等の事務局を所管する省庁と審議会等のメンバーとの間で事前に十分な

調整を行なった上で決定されるものである。しかし、第28次地方制度調査会に

対する諮問事項については、調査会の主要メンバーである西尾勝氏が「地方制

度調査会の委員みんなが、今度は道朴l制を議論すべきだと思ったわけでもない。

事務局を務めていた総務省、旧自治省が今度は道州制だと思ったわけでもない。

総理大臣から検討しろといわれたから始めたわけなのです。 10」と述べているよ

うに、 ここでもまた、小泉総理の政治主導が発揮されたのである。諮問を受け

た地方制度調査会は、総会 5回、専門小委員会38回、地方意見交換会4回（岩

手県、熊本県、山梨県及び奈良県）を開催して調査審議を行い、平成18年2月、

「道）小I制のあり方に関する答申」を決定し、小泉総理に提出した。

答申は、現状の都道府県について、「市町村合併の進展等による影響」や「都

道府県の区域を越える広域的行政課題の増大」のなかで、明治21年以来の47都

道府県体制は「地方分権改革の確かな担い手」たりうるのかとの問題提起をし

たうえで、「広域自治体改革を通じて国と地方の双方の政府のあり方を再構築

し、国の役割を本来果たすべきものに重点化して、内政に関しては広く地方公

共団体が担うことを基本とする新しい政府像を確立すること」が求められてい

るとして、「その具体策としては道州制の導入が適当と考えられる。」としてい

る。

そのうえで、道）+I制の制度設計として、 47都道府県を廃止して道HIを設置す

る、区域は複数の都道府県が原則で都道府県の意見を聴き法律で確定する、県

の事務は大幅に市町村に移譲する、国の出先機関の事務はできる限り道朴lに移

譲するなどとし、「国と道州の事務配分に関するメルクマール」を示したうえで

「道州制の下で道朴lが担う事務のイメージ」を参考として示している。また、

答申は「道州の区域については、様々な考え方があり得る」とした上で「現在、

各府省の事務を分掌させるため全国を区分して設置されている地方支分部局に

着目し、基本的にその管轄区域に準拠した」とする 3つの区域例を示している。

そして最後に「道州制の導入に関する課題」は「国の政治行政制度のあり方や

国と地方の行政組織のあり方、また国と地方を通じた行政改革の推進との関連

など広範にわたるものである。」と述べたうえで、「これまで長きにわたって存
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続した都道府県を廃止して道州を設置することは...国民生活に大きな影響

を及ぼすこととなる。」として、「本答申を基礎として、今後、国民的な議論が

幅広く行なわれることを期待する。」と締めくくっている。なお、この答申で示

された 3つの区域例のうち、全国を 9道州に区分する案及び11道州に区分する

案では九1'M7県が 1つの道州として区分されているが、 13道州に区分する案で

は北九州 4県と南九州 3県の 2つに区分されている。また、沖縄県はいずれの

案においても沖縄県の区域のみをもって 1つの道朴Iを設置することとされてい

る。

地方制度調査会の所掌事務は、地方制度調査会設置法第 2条で「地方制度に

関する重要事項を調査審議する」ことと定められている。したがって、道朴I制

の導入が「国と地方の双方の政府のあり方を再構築するもの」とすれば、地方

制度調査会の調査審議の範囲をはるかに超えるものとなってくる。今回の答申

においても、最も基本的な検討事項と考えられる国と道州、市町村の役割分担

について「国と道州の事務配分に関するメルクマール」を示したのみで、具体

的な事務配分については「道州制の下で道州が担うイメージ」というわずか l

ページの表で、抽象的かつ簡単に、文字通りイメージとしてしか示せなかった

のも、地方制度調究会の所掌事務からくる限界というべきであろう。道州制の

導入は、単なる都道府県の合併ではなく、中央省庁の解体再編も含む、わが国

の統治機構全体の再構築であり、新しい国のかたちを作るものでなければなら

ない。そのためには、今回の答申も述べているように、今後、「国民的な議論が

幅広く行なわれること」が極めて重要であろう。

5. 道州制構想と九州

(1) 「九州自治州」構想

九州は地形的にも歴史的にもひとつのまとまりのある地域であり、地域とし

て一体となった社会資本の整備や経済活動は古くから行なわれてきている。そ

うした九州における道州制についての最初の提言は、昭和46年、西日本新聞社

が21世紀に至る西日本の未来像を描くために組織した「あすの西日本を考える
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30人委員会政治行政部会」によって提言された「九州自治州門構想であろう。

この構想は、「九州自治州は道州制が上からの発想であるのに対し、下からの、

住民と地域民主主義に根ざした発想である点で、根本からその性格を異にして

いる。」とし、「すべての住民の生活• 自治のための権利と、自らの地域を発展

させるための政策とを、真に地域住民のために取り戻すためのビジョン」であ

るとして、「末端においては里社会＝コミュユニティーを、地域全体としては自

治州を建設する」としている。そのうえで自治州の制度については、「高度な自

治制を持った広域地方公共団体とする方法が妥当である」とし、「府県制を廃止

して、その事務ば州又は市町村に移す、中央政府の行政事務のなかで委譲可能

なできるだけ多くのもの、また国の出先機関のすべての事務を州、市町村に移

す。Jとするとともに、「自治州の首長、 J廿議会の議員は直接公選制とする。」、「J廿

議会は 2院制を採用する。」などのほか、「現代の社会技術や科学技術の最高水

準を自らのものとした政治行政の機構を確立する」ために「首長が自らの全責

任で任免する州最高行政官」としての「自治州マネージャー」を設置する、州

の行政機関の監視とコントロールのために州議会により選任される「自治州オ

ンブズマン」を導入するなどの提言を行なっている。これらの提言には今日に

おいても斬新なものが含まれており、また、他の道州制構想と異なり、住民や

地域民主主義を出発点とした提言であることに大きな特色がある。道州制につ

いての世論調査では、導入に否定的な理由として、きめ細かな行政サービスの

低下や住民参加の機会の減少への懸念などがあげられることが多いが、こうし

た点からも、 30年以上前に提言された「九州自治州」構想は今日においても高

く評価できるものである。

(2) 平松大分県知事の「九州府」構想

平成の時代に入り、地方分権改革が推進されるなかで、道州制についても再

び議論されるようになって来る。そうしたなか、九州では大分県知事であった

平松守彦氏が「九州府構想」 12を提唱している。平松守彦氏は、地方分権を進め

るための戦略として、まず国の出先機関を束ねた「九州府」をつくることとし、

公選の「九州府長官」を置き、そこに中央官庁の権限を移譲する。また、国家
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予算もブロック別に分けて、九州にかかわるものは九州府長官と各県知事が協

議しながら配分を決める。人口比にしたがって各県から 5-10名の代表で構成

する「九州議会」を設置するなどの独自の提案を行なっている。さらに、「その

後、第 2段階として、九州府の権限を県に移して、だんだん九州府の権限をな

くして県と市町村で独立の分権システムとするのか、あるいは、九朴I府の権限

を残して、そこに知事の権限を入れる形で道朴I制にするのか、それは選択肢に

なる。」としており、「九州府構想」を、地方分権を進めるための「現実的・戦

略的な方法論」として位置付けているところに大きな特色がある。

(3) 九州地域戦略会議と道州制

一方、九州の経済界でも道州制への取り組みが活発になっていく。九朴l経済

連合会は平成14年 5月、今後の活動方針である「21世紀の九朴1地域戦略」の中

で「長期的な観点から道朴l制を検討する」と明記し、これを受けた行財政委貝

会地方制度研究会が平成17年 5月に「地方からの道朴l制の推進に向けて～九朴l

モデルの検討～」を提言している。九州経済同友会も平成13年11月に「21世紀

の新しい九州を目指して～九州の一休的発展のグランドデザイン」の中で「九

州自治州」を提言し、平成16年 3月には「九州はひとつ委員会」を設立し、平

成17年6月には同委員会での検討を踏まえて「九州自治州構想」を発表してい

る。

こうしたなか、平成15年10月には、「九州はひとつ」の理念のもと、官民一体

となって九州独自の発展戦略の研究や具体的施策の推進に取り組んでいくた

め、九州地方知事会、九州経済連合会、九朴l商工会議所連合会、九州経済同友

会などにより九州地域戦略会議が設立されたが、この九1+1地域戦略会議のもと

に平成17年10月、道州制検討委員会が設置され、官民一体で道州制についての

検討を進めることとなった。

道州制に関して行政と経済界が同じテーブルに着いて議論する九朴l初の試み

としての九州地域戦略会議道朴l制検討委員会は、平成18年10月、 1年間の議論

を取りまとめた「道）、卜l制に関する答申」を提出したが、答申において「本報告

は最終報告ではなく、次の検討ステップに進むための踏み台と位置付けるべき
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ものである。」とされており、これを受けて平成19年 5月、第 2次道州制検討委

員会が設置され、「道州制の九州モデル」の策定に向けた検討作業が進められて

いる。

6. 道州制導入への課題

平成18年 9月、小泉総理の後を受けた安倍晋三総理は、わが国初の道1-1-1制担

当大臣を任命するとともに、 9月29日の所信表明演説において「21世紀にふさ

わしい行政機構の抜本的な改革、再編や、道州制の本格的な導入に向けた道州

制ビジョンの策定など、行政全体の新たなグランドデザインを描いてまいりま

す。」と述べ、道）小I制の導入に向けての意欲を表明した。そして平成19年 1月、

道州制担当大臣の下に「道州制ビジョン懇談会」が設置され、平成19年度中に

道州制の理念や大枠についての論点整理としての中間報告をまとめ、 3年以内

に道州制ビジョンを策定することを目標として議論が進められている。また、

安倍総理の後を受け継いだ福田康夫総理も、平成19年10月 1日の所信表明演説

で「地方分権の総仕上げである道州制の実現に向け、検討を加速します。」と述

べ、道州制の導入に向けた取り組みを加速することを表明している。

このように、道州制の導入に向けた検討は着々と進んでいるように見えるが、

総理が所信表明涼説等で繰り返し道州制について言及しているにしては、国会

の場で道）廿制についての踏み込んだ議論はほとんど行なわれておらず、また、

政府の道州制ビジョン懇談会からも、これまでに目新しい情報は発信されてき

ていない。北海道をモデルとして道朴I制を試験的に導入することを目的とした

道）+I制特区推進法は、小泉内閣退陣後の平成18年12月に成立したが、この法律

に基づいて実現した国から道への権限移譲は 8項目のみにとどまっており、北

海道内では不満と失望の声が強い。各種世論調査においても、道1'1-1制の導入に

ついては消極的な意見が多く、これまで幾度となく繰り返されてきた道朴l制の

議論は、今回もまた、そのうちどこかに消えてしまうことすら懸念されるので

ある。

金井利之東京大学教授は、道朴I制など自治体の区域に関する問題の特徴とし
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て「第 1に問題としてわかりやすく、多くの関係者に訴えかけるインパクトを

持つ（訴求性）。」、「第 2に、区域制度は、ほとんどすべての行政課題に関係性

を持っているから、現実の問題を区域問題に絡めて誘導しやすい性質を持つ（誘

導性）。現実の行政にいろいろ問題があるとしても、その原因をどこに帰責する

のかは選択の余地がある。これを区域問題に帰着させれば、当面は他の原因に

関しては責任を解除することができる。J、「第 3に、現行体制のもとでは、区域

問題には解決困難なベクトルも作用するから、容易には解決できない問題とし

て長持ちする傾向がある（持続性）。」、「第 4に、区域制度の問題は、ほとんど

すべての行政課題に関連するとともに、直近・喫緊の具体的な問題の解決には

直結しないので、先送りも可能な性質を持っている（間接性）。・・・争点にし

たいときに課題として持ち出しが可能であり、争点にしたくないときには課題

として常に先送りが可能であるという、常備食的な課題なのである。」と分析し、

「市町村合併・道州制論議という制度の論議は、具体の政策課題と連動しない、

地に足のついていない机上論になりやすい。 13」ことを指摘している。

3. で述べたように、平成の道州制論議は、地方分権改革が必ずしも順調に

進まないなかで、自民党総裁選挙や衆議院議員総選挙を目前にした小泉総理に

よって口火が切られたものであるが、それは現実の行政のいろいろな問題の原

因を帰着させるためであったり、様々な行政課題を先送りするためのものでは

なかったはずである。

平成19年 4月、地方分権改革推進法に基づき設置された地方分権改革推進委

員会が第 2次地方分権改革に向けて審議を開始したが、この地方分権改革推進

委員会の委員も務めている西尾勝氏が「各省庁の同意を得られるようなことは

ほとんどすべて第 1次分権改革ですでに達成されてしまっているのである。今

なお残っている課題は各省庁の同意を得る見込みの立たないものばかりであ

る。 14」と述べているように、今後の地方分権改革にはこれまで以上に多くの困

難が伴うことが予想される。

少子高齢化や人口減少が進むなか、明治以降今日まで続いてきた中央省庁体

制は、画ー的・硬直的行政、縦割り行政、省益優先、前例踏襲などの弊害によ

り制度疲労と機能不全の極に達している。また、国民生活や地域の実情を把握
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する能力も低下し、年金問題や医療制度の崩壊、地域格差の拡大などの問題に

適切な対応ができないでいる。こうした状況を解決するには、住民に一番身近

な行政主体が権限と責任を持つという補完性の原理に基づき、わが国の行政体

制を大胆に地方分権型へと転換することが急務である。そして、そのためには、

現行の都道府県制度はその規模においても行財政能力においても限界があるこ

とから、広域自治体としての道州制の導入を図ることがどうしても必要となっ

てくる。またその際には併せて、現在の中央省庁の解体再編を含め中央政府の

役割や組織の見直しを行なうことも不可欠となってくる。道州制の導入は、こ

うした意味において、この国のかたちを再構築するための大事業であり、国民

的な議論を積み重ねながら、望ましい姿に向けての取り組みを進めることが求

められているといえるのである。

また、道州制の導入にあたっては、広域自治体としての道州が住民から遠い

政府とならないような工夫をするとともに、現在の都道府県が実施している事

務をできるだけ市町村に移譲することが必要となってくる。道州制の下におけ

る住民自治や地域コミュニティのありかたについても十分な議論が必要であ

る。地方制度調査会の答申を始めとする多くの道州制構想においては、この点

についてはほとんど触れられてはいない。しかし、九州の先達が、今から30年

以上も前に「九州自治州」への提言において、「自らの地域を管理し、運営する

ための自治権は、国家にあるのではなく、あくまで個人や地域にある」として、

「末端においては里社会＝コミュニティを、地域全体としては自治州を建設す

ることを目指している。」と述べたように、九州からの道州制構想は、地域に根

ざした、住民やコミュニティからの構想でなければならない。地域に根ざした

住民主体の道朴I制の議論を、今九州から全国に向けて巻き起こしていくことが

求められているといえよう。

l 読売新聞が憲法公布50年目の平成18年3月に行なった憲法問題に関するする世論調査

の中では、道）、卜I制導入について、賛成17.5%、どちらかといえば賛成19.3%、反対25.2%、

どちらかといえば反対24.1%、回答なし13.9%となっている (2006年4月4日付読売新

聞朝刊）。また、共同通信社や地方新聞社などが加盟する日本世論調査会が同年12月に

実施した道州制に関する全国面接世論調査では、賛成・ どちらかといえば賛成29%、反
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対• どちらかといえば反対62%となっており、賛成の理由は「議員や職員が減り、経費

の節約ができる」 49%、「広域的な課題に取り組める」 24%などであり、反対の理由は

「行政単位として道州は広すぎる」 46%、「いまの都道府県に愛着がある」 30%などと

なっている。なお、九州では賛成が10%、どちらかといえば賛成が13%で、反対が32%、

どちらかといえば反対が36%と他の地域より反対が多くなっている (2007年1月1日付

西日本新聞朝刊）。

熊本県では、熊本日日新聞社が平成19年3月末から 4月にかけて行なった県民意識調

査によると、道州制について「どちらかといえば」を含めて賛成37.7%、反対51.3%、

無回答10.9%となっている。賛成の理由としては「九朴Iはひとつの意識が深まる」51.1%、

「地域に応じた発展が見込める」 24.9%、「熊本市が州都になればさらに発展」 24.4%、

「権限委譲に伴う行政サービスの向上」 17.0%、「効率的な行政施策や社会資本の整備」

15.0%の順であり、反対の理由としては「各県の伝統文化等が喪失」 42.7%、「きめ細

かな行政サービスが困難」 36.3%、「生活や経済への影響の議論が不十分」 31.5%、「福

岡と熊本との差が一層開く」 18.1%「住民の行政参加意識が低下する」 17.9%となって

いる (2007年6月8日付熊本日日新聞朝刊）。
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